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■令和５年度 投資法人税制改正の概要■ 

 

 

 

１．登録免許税の税率の軽減措置の延長 

 

 所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置（本則税率 20/1000 → 13/1000）を

令和７年３月 31日までの 2年間延長。 

 

 

２．不動産取得税の課税標準の特例措置の延長 

 

 不動産取得税の課税標準の特例措置（不動産取得税の算定時における課税標準の 3/5 控

除）を令和７年３月 31日までの 2年間延長。 

 

 

 

 

以上 


